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問題 

問題１ （50 点） 
次の設問⑴及び⑵のそれぞれについて答えなさい。なお、各設問は独立した別個の問である。 

⑴ 令和××年８月１日、ＡはＢに対し、Ｃへ甲土地を売却することを依頼し、代理権を与えた。同
年８月 19 日、ＢはＡを代理して、甲土地をＣへ売却する旨の契約を締結し、登記も移転した。当
該契約締結当時、Ｂは、売却代金を着服する意図を有しており、Ｂは実際に甲土地の売却代金 5,000
万円を着服した。ＣはＡに対し、甲土地の引渡しを請求することができるか。
⑵ 令和××年１月 15 日、ＡはＢに対する債務を担保するため、自己が所有する甲土地（更地）に
対し、Ｂの１番抵当権を設定した。同年 10 月５日、甲土地上にＣが乙建物を建築し、Ｃの債務を
担保するため、乙建物に対しＤの１番抵当権が設定された。同年 12 月１日、Ｃは乙建物をＡに譲
渡し、ＡがＥに対する債務を担保するため、乙建物に対しＥの２番抵当権を設定した。その後、乙
建物に対するＥの２番抵当権が実行され、Ｆが乙建物を買い受けた。また、甲土地に対するＢの１
番抵当権が実行され、Gが甲土地を買い受けた。
Ｇは、現在乙建物に居住しているＦに対し、乙建物を収去して甲土地を明け渡すよう求めた。こ
れに対し、Ｆは自分には乙建物を存続させるための法律上の占有権原が認められると主張してい
る。Ｇの請求は認められるか。なお、本問において必要とされる登記はいずれも適当な時機に行わ
れているものとする。

（参考）民法（抜粋） 
 （代理権の濫用） 
第 107 条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、
相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした
行為とみなす。 

 （不動産に関する物権の変動の対抗要件） 
第 177 条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定める
ところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 

 （混同） 
第 179 条 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅す
る。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。 
２ 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、
消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 
３ 前二項の規定は、占有権については、適用しない。 

 （法定地上権） 
第 388 条 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物に
つき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地
上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定め
る。 
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 （混同） 
第 520 条 債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第
三者の権利の目的であるときは、この限りでない。 
  




